
様
式
第
３
号
の
３
（
第

1
2
条
の
３
第
２
項
関
係
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
清
算
期
間
が
１
箇
月
を
超
え
る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
関
す
る
協
定
届

 

 
協
定
の
成
立
年
月
日

 
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 

 
 
月

 
 
 
 
日

 

 
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）
の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
 

 
協
定
の
当
事
者
（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）
の
選
出
方
法
（

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
 

 
月

 
 
 

 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使
用
者
 

職
名
 

氏
名
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   記
載
心
得

 

１
 
「
清
算
期
間
（
起
算
日
）」
の
欄
に
は
、
当
該
労
働
時
間
制
に
お
け
る
時
間
通
算
の
期
間
の
単
位
を
記
入
し
、
そ
の
起
算
日
を
（

 
 
）
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

２
 
「
清
算
期
間
に
お
け
る
総
労
働
時
間
」
の
欄
に
は
、
当
該
労
働
時
間
制
の
清
算
期
間
に
お
い
て
、
労
働
契
約
上
労
働
者
が
労
働
す
べ
き
時
間
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

３
 
「
標
準
と
な
る
１
日
の
労
働
時
間
」
の
欄
に
は
、
当
該
労
働
時
間
制
に
お
い
て
、
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
際
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
労
働
時
間
の
長
さ
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

４
 
「
コ
ア
タ
イ
ム
」
の
欄
に
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第

1
2
条
の
３
第
１
項
第
２
号
の
労
働
者
が
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
帯
を
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
間
帯
の
開
始
及
び
終
了
の
時
刻
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

５
 
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
」
の
欄
に
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第

1
2
条
の
３
第
１
項
第
３
号
の
労
働
者
が
そ
の
選
択
に
よ
り
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
に
制
限
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
間
帯
の
開
始
及
び
終
了
の
時
刻
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

事
業
の
種
類
 

事
業
の
名
称
 

事
業
の
所
在
地
（
電
話
番
号
）
 

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
数
 

協
定
の
有
効
期
間
 

 
 

（
〒
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
）
 

  

（
電
話
番
号
：

 
 
－

 
 
 
 
－
 
 
 
 
）
  

 

業
務
の
種
類
 

該
当
労
働
者
数
 

清
算
期
間
（
起
算
日
）
 

清
算
期
間
に
お
け
る
総
労
働
時
間
 

 
 

  

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

標
準
と
な
る
１
日
の
労
働
時
間
 

コ
ア
タ
イ
ム
 

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
 

 
～
 

～
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
労
働
基
準
監
督
署
長
殿

 

職
名

 

氏
名

 

 
 

    
 


